
伊勢原市農業委員会の委員候補者に関する評価委員会設置及び運営要綱

（趣旨）

第１条 この要綱は、伊勢原市農業委員会の委員（以下「農業委員」という ）候補者の。

評価を行うため、伊勢原市農業委員会の委員候補者に関する評価委員会（以下「評価委

員会」という ）の設置及び運営について、必要な事項を定めるものとする。。

（任務）

第２条 評価委員会は、次の事項を行うものとする。

(1) 評価委員会は、市長の求めにより設置し、農業委員会等に関する法律（昭和２６年

法律第８８号）及び伊勢原市農業委員会の委員選任に関する規則（平成２９年伊勢原

市規則第２５号。第７条第１項において「農業委員の選任に関する規則」という ）。

に基づき、農業委員候補者（以下「候補者」という ）の評価を行い、その結果を市。

長に報告するものとする。

(2) 評価委員会は、候補者の選定に当たり、推薦及び募集に応じた各候補者の活動歴等

の審査を行うとともに、必要に応じて、面接その他適当と認める方法による審査等を

行うことができるものとする。

（評価委員）

第３条 評価委員会は、市長が任命する次の評価委員（以下「委員」という ）をもって。

構成する。ただし、推薦した者、推薦を受けた者及び応募した者を除く。

(1) 伊勢原市副市長

(2) 伊勢原市総務担当主管部長

(3) 伊勢原市農政担当主管部長

(4) 伊勢原市農業委員会会長又は委員経験者

(5) 伊勢原市農業委員会事務局長

(6) その他地域農業の状況に知見を有する者

（任期等）

第４条 委員の任期は、３年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とす

る。

２ 委員は、再任することができる。

３ 委員は、次に掲げるときは、その職を失う。

(1) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

(2) 禁錮以上の刑に処され、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくな

るまでの者

４ 委員は、正当な事由があるときは、評価委員会の同意を得て委員を辞任することがで

きる。

（委員長及び副委員長）

第５条 評価委員会に、委員長及び副委員長を置く。

、 。２ 委員長には副市長を 副委員長には委員長が委員の中から指名した者をもって充てる

３ 委員長は、会務を総理し、評価委員会を代表する。

４ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、

その職務を代理する。

（会議）



第６条 評価委員会の会議（以下「会議」という ）は、市長の求めに応じて、委員長が。

招集し、会議の議長となる。

２ 会議は、委員の過半数が出席し、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のと

きは、議長の決するところによる。

３ 会議に出席できない委員は、あらかじめ通知された事項につき、書面をもって議決権

を行使することができる。

４ 前項の規定により議決権を行使した者は、出席したものとみなす。

５ 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見若し

くは説明を聴き、又はこれらの者から必要な資料の提出を求めることができる。

６ 会議は非公開とする。

（選定方法）

第７条 評価委員会は、農業委員の選任に関する規則に基づき、書類審査により候補者を

選定する。

２ 前項の規定にかかわらず、評価委員会は、必要に応じて面接審査を行い、候補者を選

定することができる。

３ 前２項の規定による評価を行うに当たっては、評価委員会は市長が別に定める審査基

準に基づき、総合的な判断により、候補者を評価するものとする。

（市長への報告）

第８条 評価委員会は、その合議によって候補者を選定したときは、速やかに当該評価結

果に係る意見等を市長に報告するものとする。

（選定結果の通知）

第９条 市長は、全ての被推薦者及び応募者に対し、当該推薦又は応募に係る議会の同意

を得た後に、結果を通知するものとする。

（秘密の保持）

第１０条 委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も

同様とする。

（庶務）

第１１条 評価委員会の庶務は、農政担当主管課において処理する。

（委任）

第１２条 この要綱に定めるもののほか、評価委員会の運営に関し必要な事項は、市長が

別に定める。

附 則（平成２９年１２月４日告示第１３９号）

（施行期日）

１ この告示は、公表の日から施行する。

（準備行為）

２ 評価委員の任命及び農業委員の評価に関する行為は、この告示の施行前においても行

うことができる。

附 則（令和５年３月２８日告示第３１号）

この告示は、公表の日から施行する。


